
�愛媛県告示第１５２６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により、生名村長から公有水面の埋立てにより新たに生じ

た次の土地は生名村の地域であることを確認した旨の届出が

あった。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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�愛媛県告示第１５２７号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び西

条市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

四国電力株式会社

香川県高松市丸の内２番５号

取締役社長 大西淳

２ 事業場の名称及び所在地

四国電力株式会社西条発電所

西条市喜多川８５３番地

３ 特定施設に関する事項

平成１６年７月１６日金曜日 第１５７５号

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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告 示

新 た に 生 じ た 土 地 の 所 在 面 積
（平方メートル）

生名村１２７６の１、１３８８、１３９２から１３９５まで、１４１８
の１、１４１８の２、１４１９の１、１４１９の３、１４２０の２
、１４２２の２、１４２６の１、１４２６の２、１４２７から１４２９
まで、１４３１から１４３４まで、１４５９、１４６３、１４６４、１４
６５の４及び１４６９の２の地先

３，３４７．１１

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第７４号 特定事業場から排出さ
れる水の処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １日当たり１，７５０立方メートル処理

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 許可後直ちに

使用開始の予定年月日 許可後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．５～８．５

最大 ５．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １５

毎週（火・金）曜日発行 第１５７５号 平成１６年７月１６日愛 媛 県 報
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

� Ａ遮断ピット

� 冷却水排水口

�������
�愛媛県告示第１５２８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

、医療機関を次のように指定した。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 １６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，２８０

最大 １，７５０

設 置 年 月 日 昭和５８年７月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理＋化学処理

処 理 施 設 の 型 式 物理処理＋化学処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製 他

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦 ３２．５メートル
横 １２０．０メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，７５０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集沈殿＋ろ過＋ＣＯＤ吸着＋中和処
理方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １～２

最大 １～２

通常 ５．５～８．５

最大 ５．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２５

最大 ３０

通常 １０

最大 １５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４００

最大 １，０００

通常 ５

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７０

最大 １５０

通常 １５

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ２０

通常 ３

最大 １６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７９０

最大 ９００

通常 １，２８０

最大 １，７５０

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
指 定
年 月 日

わ か ば 薬 局 有限会社
若 葉 調 剤

温泉郡重信町志津川１６
０－１

平成１６年
７月１日

もりもと歯科 森 本 真 二 宇和島市恵美須町一丁
目４番１８号

平成１６年
７月１日

そのだ歯科クリ
ニック 薗 田 弘 新居浜市徳常町９番８

号
平成１６年
５月２０日

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．５～８．５

最大 ５．５～８．５

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０

最大 １５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 １６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，２８０

最大 １，７５０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．７～８．２

最大 ７．７～８．２

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １．７

最大 ５．６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．６

最大 ７．４

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．３２

最大 ０．６２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０３２

最大 ０．５１

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，２００，０００

最大 １，２００，０００

備考 他に雨水排水口が４箇所ある

愛 媛 県 報平成１６年７月１６日 第１５７５号
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�愛媛県告示第１５３１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により

指定した医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５２９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関の所在地名が、次のように変更された。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した

。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

くりせいけい 医療法人社団
栗整形外科病院

四国中央市三島金子一
丁目４番３１号

平成１６年
６月１日 松岡歯科医院 松 岡 伸 幸 四国中央市川之江町３３

０番地１
平成１６年
７月２日

医 療 機 関 の 名 称
開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称

所 在 地 名
変 更 年 月 日

旧 新

レディ伊予三島調剤薬局 株式会社レディ薬局 伊予三島市三島金子二丁目
８－４８

四国中央市三島金子二丁目
８－４８ 平成１６年４月１日

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

西村外科・小児外科 西村外科 医療法人西村医院 伊予郡砥部町宮内８１１ 平成１３年６月２１日

西村外科 西村医院 医療法人西村医院 伊予郡砥部町宮内８１１ 平成１６年３月２９日

そのだ歯科クリ
ニック 薗 田 弘 新居浜市若水町一丁目

９－１
平成１６年
５月２０日

日本調剤新田薬
局

日本調剤株式会
社

新居浜市新田町二丁目
２－１１

平成１５年
３月１日

医療機関の名称
開設者の氏名
又 は 名 称

所 在 地
廃 止
年 月 日

丹 小 児 科 丹 美 昌 今治市末広町三丁目４
番１２

平成１６年
６月１０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

深 田 晃 年 周桑郡小松町大字新屋敷甲
３１７－３ 深田歯科医院 周桑郡小松町大字新屋敷甲

３１７－３ 平成１６年６月４日

特定非営利活動法人ハピネ
ス中島

温泉郡中島町大字小浜甲４９
６番地

ヘルパーステーションハピ
ネス中島

温泉郡中島町大字小浜甲２６
－１８ 平成１６年５月３１日

有限会社ユアーズ・ケア 松山市東方町甲１８１１番地４ ユアーズ・ケア訪問看護ス
テーション

伊予郡砥部町高尾田９９４－
１天王ハイツ２２０号 平成１６年６月１４日
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�愛媛県告示第１５３３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護支援事業者）を次のように指定

した。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

有限会社ＳＫＲ 松山市北土居町６５２番地３ グループホームさくら 伊予郡砥部町高尾田１００８－
６ 平成１６年６月７日

株式会社おぐに 松山市福角町甲２０８番地１８ おぐに薬局砥部店 伊予郡砥部町大南１９９番地 平成１６年６月１７日

森本建設株式会社 喜多郡内子町内子５７５番地 デイサービスセンターゆう
なぎ

喜多郡内子町城廻６１３番地
１ 平成１６年５月２１日

森本建設株式会社 喜多郡内子町内子５７５番地 グループホームゆうなぎ 喜多郡内子町城廻６１３番地
１ 平成１６年５月２１日

医療法人平成会 今治市片山三丁目１番４０号 ふれあい 今治市常磐町八丁目４－３１ 平成１６年６月２４日

佐 藤 政 晃 今治市大新田町三丁目４番
８号 さとう内科クリニック 今治市大新田町三丁目４番

８号 平成１６年６月２１日

医療法人平田胃腸科肛門科 大洲市若宮６７２番地５ 平田胃腸科肛門科 大洲市若宮６７２番地５ 平成１６年６月１５日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

特定非営利活動法人ハピネ
ス中島

温泉郡中島町大字小浜甲４９
６番地 ハピネス中島 温泉郡中島町大字小浜甲２６

－１８ 平成１６年５月３１日

有限会社みのり 大洲市菅田町菅田甲９９４番
地 有限会社みのり 大洲市菅田町菅田甲９９４番

地 平成１６年６月２２日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

株式会社すずらん 新居浜市喜光地町１－７－
１７ すずらんサービスセンター

（変更後）
新居浜市喜光地町１－７－
１７

平成１６年３月１８日
（変更前）
新居浜市坂井町３－８－４０

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８
号

株式会社悠遊社新居浜事業
所

（変更後）
新居浜市岸の上町１－１０－
４０

平成１４年１月１０日
（変更前）
新居浜市星原町１３－３０

新居浜市農業協同組合 新居浜市田所町３－６３ ＪＡ新居浜市

（変更後）
新居浜市田所町３－６３

平成１４年７月９日
（変更前）
新居浜市坂井町３丁目１０番
４０号
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�愛媛県告示第１５３５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業

を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の主たる事務所

の所在地及び居宅介護事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護

事業を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛医療生活協同組合 松山市中村三丁目１－１ 若水訪問看護ステーション

（変更後）
新居浜市若水町一丁目７番
４５号

平成１３年１２月２０日
（変更前）
新居浜市若水町一丁目７番
５１号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人西村医院 伊予郡砥部町宮内８１１

（変更後）
西村外科

伊予郡砥部町宮内８１１ 平成１３年６月２１日
（変更前）
西村外科・小児外科

医療法人西村医院 伊予郡砥部町宮内８１１

（変更後）
西村医院

伊予郡砥部町宮内８１１ 平成１６年３月２９日
（変更前）
西村外科

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８
号

（変更後）
株式会社悠遊社新居浜事業
所

新居浜市星原町１３－３０ 平成１４年１月１０日
（変更前）
有限会社悠遊社新居浜事業
所

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人松前町社会福
祉協議会

（変更後）
伊予郡松前町大字筒井６３１
番地 社会福祉法人松前町社会福

祉協議会

（変更後）
伊予郡松前町大字筒井６３１
番地

平成１２年５月３０日
（変更前）
伊予郡松前町大字筒井７１０
番地１

（変更前）
伊予郡松前町大字筒井７１０
番地１

有限会社唐子浜介護センタ
ー

（変更後）
今治市東村３－１－３８

有限会社唐子浜介護センタ
ー

（変更後）
今治市東村三丁目１番３８号

平成１５年６月１日
（変更前）
今治市東村３－１－３８ツカ
サビル１階

（変更前）
今治市東村３－１－３８ツカ
サビル１階

有限会社光タクシー

（変更後）
新居浜市高木町２－２０

光介護サービス

（変更後）
新居浜市高木町２－２０日豊
ビル４階

平成１５年６月１８日
（変更前）
新居浜市喜光地町二丁目２
番２２号

（変更前）
新居浜市喜光地町二丁目２
番２２号
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�愛媛県告示第１５３８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護

支援事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５３９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の主たる事

務所所在地及び居宅介護支援事業を行う事業所の所在地が次のように変更された。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５４０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護

事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年７月１６日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人今治福祉施設
協会

今治市南宝来町一丁目９番
地８

（変更後）
居宅介護支援事業所唐子荘

今治市旦４７９－１ 平成１２年４月１日（変更前）
指定居宅介護支援事業所今
治市在宅介護支援センター
唐子荘

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８
号

（変更後）
株式会社悠遊社新居浜事業
所

新居浜市星原町１３－３０ 平成１４年１月１０日
（変更前）
有限会社悠遊社新居浜事業
所

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人滴水会 今治市末広町一丁目５番５ 居宅介護支援センターひう
ち

（変更後）
今治市黄金町３－２－７メ
ゾンオークス

平成１５年４月１日
（変更前）
今治市黄金町３－２－７

愛媛医療生活協同組合 松山市中村三丁目１－１ 指定居宅介護支援事業所伊
予診療所

（変更後）
伊予市米湊８１５－６

平成１４年４月１日
（変更前）
伊予市米湊８１６－１

株式会社悠遊社 松山市余戸南二丁目２４番３８
号

株式会社悠遊社新居浜事業
所

（変更後）
新居浜市岸の上町１－１０－
４０

平成１４年１月１０日
（変更前）
新居浜市星原町１３－３０

愛媛医療生活協同組合 松山市中村三丁目１－１ 若水訪問看護ステーション

（変更後）
新居浜市若水町一丁目７番
４５号

平成１３年１２月２０日
（変更前）
新居浜市若水町一丁目７番
５１号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人松前町社会福
祉協議会

（変更後）
伊予郡松前町大字筒井６３１
番地 社会福祉法人松前町社会福

祉協議会

（変更後）
伊予郡松前町大字筒井６３１
番地

平成１２年５月３０日
（変更前）
伊予郡松前町大字筒井７１０
番地１

（変更前）
伊予郡松前町大字筒井７１０
番地１
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愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

深 田 登代彦 周桑郡小松町新屋敷甲３２３
－１ 深田歯科医院 周桑郡小松町新屋敷甲３２３

－１ 平成１３年９月２６日

矢 野 眞守身 今治市新谷甲１３０２－４ いかなし薬局 今治市新谷甲１３０２－４ 平成１２年１０月１８日

勝 原 禮 子 今治市本町４－２－２９ 本町薬局 今治市本町４－２－２９ 平成１２年１２月１日

株式会社平野 今治市北宝来町二丁目２－
２２ 平野きたむら薬局 今治市喜多村三丁目１－３３ 平成１３年７月１７日

中 村 孝 臣 今治市南宝来町二丁目７－
２ みなみ薬局 今治市南宝来町三丁目２－

１０ 平成１３年３月１日

有限会社エイリッシュ 今治市別名字中河原１９９番
１ 別名調剤薬局 今治市別名字中河原２００番

６ 平成１３年４月１日

長 野 洋 司 今治市高部甲５３２－１ 長野整形外科 今治市高部甲５３２－１ 平成１３年６月１日

眞 部 淳 今治市矢田甲７ 真部病院 今治市矢田甲７ 平成１３年７月１日

菅 勝 男 今治市南日吉町二丁目３番
２１号 菅病院 今治市南日吉町二丁目３番

２１号 平成１３年１１月３０日

阿 部 雄 吉 今治市高部甲５２６－１ あゆみクリニック 今治市高部甲５２６－１ 平成１３年１２月３１日

株式会社プリポート 松山市朝生田町三丁目８番
１５号 今治プリポート薬局 今治市鐘場町一丁目３番地

１３号 平成１４年１月１４日

丹 美 昌 今治市末広町三丁目４－１２ 丹小児科 今治市末広町三丁目４－１２ 平成１６年６月１０日

有限会社イナイ薬局 新居浜市新田町２－２－１１ イナイ薬局 新居浜市新田町２－２－１１ 平成１２年１２月１日

ワタキューセイモア株式会
社

京都府綴喜郡井手町大字多
賀小字茶臼塚１２番地の２ ワタキュー薬局新居浜店 新居浜市新田町２－２－１７ 平成１３年１２月３１日

佐 藤 清 記 新居浜市庄内町一丁目１４－
３６ 佐藤医院 新居浜市庄内町一丁目１４－

３６ 平成１３年１２月３１日

井 上 博 克 新居浜市高田一丁目１－６２ 東予薬局 新居浜市高田一丁目１－６２ 平成１３年１２月３１日

松 村 恭 司 新居浜市中筋町二丁目１番
１号 胃腸科内科松村クリニック 新居浜市中筋町二丁目１番

１号 平成１３年１２月３１日

三 木 茂 敬 新居浜市沢津町三丁目７番
２８号 三木内科クリニック 新居浜市沢津町三丁目７番

２８号 平成１４年５月１日

多々見 年 光 新居浜市大生院３６７ 大生院診療所 新居浜市大生院３６７ 平成１４年２月２８日

医療法人かとうクリニック 新居浜市船木甲２５８２－２ 訪問看護ステーション船木 新居浜市船木甲３８３６ 平成１５年８月２０日

医療法人松尾産婦人科医院 大洲市中村８５３ 松尾産婦人科医院 大洲市中村８５３ 平成１２年１２月１日

愛 媛 県 報平成１６年７月１６日 第１５７５号

７８１



�������
�愛媛県告示第１５４２号
化製場等に関する法律に基づく地域の指定（昭和５９年９月

愛媛県告示第１１８４号）の一部を次のように改正し、平成１６年

８月１日から施行する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表久万町の項を削る。

�愛媛県告示第１５４１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅

介護支援事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５４３号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５４４号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

肱 川 伊予子 大洲市菅田町菅田甲１１４２ 肱川医院 大洲市菅田町菅田甲１１４２ 平成１３年１月１日

肱 川 明 大洲市菅田町菅田甲１１４２ 肱川歯科医院 大洲市菅田町菅田甲１１４２ 平成１３年１月１日

平 田 賢 一 大洲市若宮６７２－５ 平田医院 大洲市若宮６７２－５ 平成１３年２月１日

本 条 征 史 大洲市東大洲１５７－２ 本条脳神経外科・外科 大洲市東大洲１５７－２ 平成１２年１１月１日

株式会社ケアメイツ・ネッ
トワーク 松山市天山二丁目５番５号 アトムケアサポート伊予 伊予市下吾川１５１３－４ 平成１４年１１月１日

富 田 敬 史 伊予市上野７８１番地３ 敬史整形外科 伊予市上野７８１番地３ 平成１３年１１月３０日

上 岡 清 隆 伊予市上野９３７番地１ 上岡医院 伊予市上野９３７番地１ 平成１３年１１月３０日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

日本ケアグループ有限会社 今治市共栄町１－２－１５ 日本ケアグループ居宅介護
支援事業所 今治市共栄町１－２－１５ 平成１２年１２月１４日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１３３１１９ 株式会社コムスン 東京都港区六本木６
丁目１０番１号 折 口 雅 博 児童居宅介護 株式会社コムスン八

幡浜ケアセンター
八幡浜市下浜田町１３
５５－２６

平成１６年
７月６日
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�愛媛県告示第１５４５号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５４６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５４７号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５４８号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の１０第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５４９号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１７条の４第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１６５１１２ 株式会社コムスン 東京都港区六本木６
丁目１０番１号 折 口 雅 博 知的障害者居

宅介護
株式会社コムスン八
幡浜ケアセンター

八幡浜市下浜田町１３
５５－２６

平成１６年
７月６日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１３４１１７ 株式会社コムスン 東京都港区六本木６
丁目１０番１号 折 口 雅 博 児童居宅介護 株式会社コムスン宇

和町ケアセンター
西予市宇和町卯之町
２－３０７

平成１６年
７月６日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１４４１１８ 株式会社コムスン 東京都港区六本木６
丁目１０番１号 折 口 雅 博 身体障害者居

宅介護
株式会社コムスン宇
和町ケアセンター

西予市宇和町卯之町
２－３０７

平成１６年
７月６日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１６６１１０ 株式会社コムスン 東京都港区六本木６
丁目１０番１号 折 口 雅 博 知的障害者居

宅介護
株式会社コムスン宇
和町ケアセンター

西予市宇和町卯之町
２－３０７

平成１６年
７月６日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００３００１３５１１４ 株式会社コムスン 東京都港区六本木６
丁目１０番１号 折 口 雅 博 児童居宅介護 株式会社コムスン愛

南ケアセンター
南宇和郡御荘町平城
４３７番地１

平成１６年
７月６日

��������������

��������������

��������������

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成１６年７月１６日 第１５７５号

７８３



�������
�愛媛県告示第１５５１号
新居浜市阿島土地改良区から認可申請のあった新たな土地

改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）・荷内地区）の

施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律

第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項

の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（農道）

・荷内地区）計画書の写し

� 新居浜市阿島土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年７月２０日から８月１６日まで

３ 縦覧場所

新居浜市役所

�������
�愛媛県告示第１５５２号
西条市飯岡土地改良区から認可申請のあった新たな土地改

良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・早川地

区）の施行は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４

年法律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条

第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 新規土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・早川地区）計画書の写し

� 西条市飯岡土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年７月２０日から８月１６日まで

３ 縦覧場所

西条市役所

�������
�愛媛県告示第１５５３号
大洲市土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（農

業用用排水施設整備事業・伊州子地区）の計画の変更は、適

当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・伊州子地

区）変更計画書の写し

� 大洲市土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成１６年７月２０日から８月１６日まで

３ 縦覧場所

大洲市役所

�������
�愛媛県告示第１５５４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の

規定により、越智郡朝倉村大字朝倉下、朝倉上及び朝倉南地

域に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同条第６項

において準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとお

り土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用道路整備事業・朝倉下地区）

変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年７月２０日から８月１６日まで

３ 縦覧場所

朝倉村役場

�������
�愛媛県告示第１５５５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の

規定により、越智郡朝倉村大字朝倉下、朝倉上及び朝倉南地

域に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同条第６項

において準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとお

り土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

�愛媛県告示第１５５０号
知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１５条の５第１項の規定により、次のとおり指定居宅支援事業者を指定した。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００１００１４５１１５ 株式会社コムスン 東京都港区六本木６
丁目１０番１号 折 口 雅 博 身体障害者居

宅介護
株式会社コムスン愛
南ケアセンター

南宇和郡御荘町平城
４３７番地１

平成１６年
７月６日

事業者番号
指 定 居 宅 支 援 事 業 者

サービスの種類
指 定 居 宅 支 援 事 業 所 指 定

年 月 日名 称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８０００２００１６７１１８ 株式会社コムスン 東京都港区六本木６
丁目１０番１号 折 口 雅 博 知的障害者居

宅介護
株式会社コムスン愛
南ケアセンター

南宇和郡御荘町平城
４３７番地１

平成１６年
７月６日
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平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・朝倉下

地区）変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成１６年７月２０日から８月１６日まで

３ 縦覧場所

朝倉村役場

�������
�愛媛県告示第１５５６号
朝倉村から協議のあった村営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・門口地区）の施行は、適当と

認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６

条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 村営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・門口地区）計画書の写し

� 朝倉村営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年７月２０日から８月１６日まで

３ 縦覧場所

朝倉村役場

�������
�愛媛県告示第１５５７号
朝倉村から協議のあった村営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・野々瀬下地区）の施行は、適

当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）

第９６条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定

により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 村営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・野々瀬下地区）計画書の写し

� 朝倉村営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年７月２０日から８月１６日まで

３ 縦覧場所

朝倉村役場

�������
�愛媛県告示第１５５８号
松前町から協議のあった町営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・大間地区）の施行は、適当と

認められるので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６

条の２第５項において準用する同法第８条第６項の規定によ

り、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 町営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんが

い排水）・大間地区）計画書の写し

� 松前町営土地改良事業等の経費の分担金等徴収に関す

る条例の写し

２ 縦覧期間

平成１６年７月２０日から８月１６日まで

３ 縦覧場所

松前町役場

�������
�愛媛県告示第１５５９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の３第１項の

規定により、四国中央市から協議のあった土地改良事業（団

体営農道整備事業・木の川地区）の計画の変更に平成１６年７

月１日同意した。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１５６０号
次の森林を保安林予定森林にする旨の通知を受けたから、

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３０条の規定により告示す

る。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

温泉郡川内町大字河之内字坪之内甲３５０４の１、字風呂

ノ谷乙１６９８の４６、乙１７２２、字ナゝ森乙１７３２の２

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字風呂ノ谷乙１６９８の４６・乙１７２２（以上２筆につい

て次の図に示す部分に限る。）、字坪之内甲３５０４の

１、字ナゝ森乙１７３２の２

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

温泉郡川内町大字井内字石山向甲１７３９の１、甲１７４０、

字牛房坂甲１９２６、甲１９２８、字牛房坂口甲１９２７、字タバ道

上乙３６６の１、乙３６６の２、字ナカノ谷乙３６７、字タバ

道東乙３６８の１、乙３６８の２、字カギヤマ乙３７０の９か

ら乙３７０の１１まで、乙３７０の５４から乙３７０の５６まで、字

ヲリカケ乙３７１の１４、字石山乙３７５、字イケノ西乙３７６

愛 媛 県 報平成１６年７月１６日 第１５７５号
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の１、字カキヤマ乙３７７の１から乙３７７の５まで、乙３

７７の７から乙３７７の１０まで、字ゴボサコ乙３７８、乙３８８

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字タバ道上乙３６６の１・字タバ道東乙３６８の１・

字カギヤマ乙３７０の９・字カキヤマ乙３７７の１・乙

３７７の２（以上５筆について次の図に示す部分に限

る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

３� 保安林予定森林の所在場所

上浮穴郡面河村笠方２７４０、３２７９、３２８１、３２８４、３２８６か

ら３２８９まで、３３１０、３３６２、３３７２

� 指定の目的

水源のかん養

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

笠方２７４０・３２８１（以上２筆について次の図に示す

部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

４� 保安林予定森林の所在場所

松山市川の郷町甲７１から甲７４まで、甲７９、乙４６、乙４７

、乙２０３から乙２０８まで、乙２１６、乙２４４の１、乙２４４

の４、乙２４８から乙２５０まで、乙２５１の１、乙２５２の４

、乙２５９

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

川の郷町甲７１から甲７３まで、乙２０３

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

５� 保安林予定森林の所在場所

温泉郡川内町大字北方字海上采乙８９３から乙８９６まで

、乙９０３から乙９２５まで、乙９２６の１、乙９２７、乙９２８

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字海上采乙９２１

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

６� 保安林予定森林の所在場所

温泉郡川内町大字河之内字上日浦甲２５７８、甲２５８１の１

、甲２５８１の２、甲２５８２の１、甲２５８２の２、甲２５８４、甲２５

８５、甲２５８８、甲２５８９の２、字中山甲２７１７、甲２７１９、甲２７

２２の１から甲２７２２の３まで、甲２７２３、甲２７２６の１、字郷

ノ助乙１３７１の２７、字ハズガ峠乙１４６５、乙１４６６の１、乙１４

６７、乙１４６８の１、乙１４６８の７、字古峠乙１４７５の２９、乙１４

７７の１、乙１４７９の１、乙１４８０、乙１４８２の３、字上ガ市乙

１５１５の１、乙１５１６の４、乙１５１６の５、乙１５２０の１、乙１５

２０の２、乙１５２５

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字中山甲２７１７・甲２７２２の１から甲２７２２の３まで・

甲２７２３・字ハズガ峠乙１４６６の１・字上日浦甲２５８２の

１・甲２５８５・甲２５８８・甲２５８９の２（以上１０筆につい

て次の図に示す部分に限る。）、甲２５８１の２、甲２５

８２の２

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

７� 保安林予定森林の所在場所

温泉郡川内町大字河之内字金屋敷甲２８３９、甲２８４１、甲

２８４３の１、甲２８４３の２、甲２８４５、乙１５５４の１、乙１５６１、

字大屋敷甲２８４６、甲２８４７、甲２８５０の１、甲２８５０の２、甲

２８５１、甲２８５２の１、乙１５６２の２、乙１５７３、字三本松乙１５
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７２の２、乙１５７２の３

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字金屋敷甲２８４３の２・字大屋敷甲２８４６・乙１５７３・

字三本松乙１５７２の２・乙１５７２の３（以上５筆につい

て次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定

めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及

び関係書類を愛媛県庁並びに松山市役所及び関係町村役場に

備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１５６１号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年

法律第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林予定森林の所在場所

越智郡玉川町大字龍岡上字遅越大道上甲１７５、字遅越

井手上甲１９０の１、字四郎蔵ヶ谷左尾崎甲１９５の１、甲

１９５の２、字四郎蔵ヶ谷甲１９６、字四郎蔵ヶ谷山ノ奥甲

１９７、字四郎蔵ヶ谷井手下甲１９９、字�谷口左谷甲２６５
、甲２６９、字吉向へ甲５８９、甲５９０、字力石丁２３０、字

中ノ村丁３１８の１、丁３１８の２、丁３１９、丁３２０、丁３

２２、丁３２４の１、丁３２５の１、丁３２５の３、丁３２５の４

、丁３２７の１、丁３２８の１、丁３２８の２、丁３２９の１、

丁３３０の１、字中通り丁３３１、丁３３３、丁３３５の１、丁

３３９の１、丁３３９の２、丁３４０から丁３４２まで、丁３４４

の１、丁３４４の４、丁３４７、丁３５１の１、丁３６４の２、

丁３６５、丁３６８、丁３７１、丁３７５、丁３７７、丁３７８、丁

３８１の１、丁３８５、丁３９３、丁３９４の１、丁４００の２、

大字木地字大ミゾ己７３０

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

西宇和郡保内町宮内９番耕地７５５、９番耕地７５６、９

番耕地７５７の１、９番耕地７５７の２、１０番耕地６４８の１

、１０番耕地６５０から１０番耕地６５４まで、１０番耕地６５６、

１０番耕地６９２の１、１０番耕地６９３、１０番耕地６９４の１、

１１番耕地１２の３、１１番耕地１３４、１１番耕地１３８の１、１１

番耕地１４１、１１番耕地１４２の１、１１番耕地１４２の２、１１

番耕地１４３、１１番耕地１４４、１１番耕地１４６、１１番耕地１

４７の１、１１番耕地１４７の２、１１番耕地１４８、１１番耕地１

４９、１１番耕地１５６の１、１１番耕地１５６の２、１１番耕地１

５７、１１番耕地１５９の１、１１番耕地１５９の３、１１番耕地１

６０、１１番耕地１６２、１１番耕地１７７、１１番耕地１８０の１、

１１番耕地１８１、１１番耕地１８５の１、１１番耕地１８６の１、

１１番耕地１８７の１、１１番耕地１８７の３、１１番耕地１８８の

１から１１番耕地１８８の３まで、１１番耕地１８９から１１番耕

地１９１まで、１１番耕地１９７の２、１１番耕地１９８の２、１１

番耕地２００、１１番耕地２０２、１１番耕地２０５の１、１１番耕

地２０７の１、１１番耕地２０７の３、１１番耕地２０８、１１番耕

地２１５、１１番耕地２２０、１１番耕地２２４、１１番耕地２２７、

１１番耕地２４３、１１番耕地２４５、１１番耕地２４９、１１番耕地

２５１の１、１１番耕地２５１の２、１１番耕地２６１の１、１１番

耕地２６１の２、１１番耕地２６６、１１番耕地２６８、１１番耕地

２７０、１１番耕地２７１、１１番耕地２７７の１、１１番耕地２７８

、１１番耕地２８０、１１番耕地２８５、１１番耕地２８９の１、１１

番耕地２８９の３、１１番耕地２９０の１、１１番耕地２９１、１１

番耕地２９８、１１番耕地２９９、１１番耕地３００の３、１１番耕

地３０２、１１番耕地３０４、１１番耕地３０６、１１番耕地３０７の

１、１１番耕地３０７の２、１１番耕地３０８の１、１１番耕地３

０８の２、１１番耕地３０９の１、１１番耕地３１１、１１番耕地３

１２の１、１１番耕地３１３の２、１１番耕地３１４、１１番耕地３

１５、１１番耕地３１７、１１番耕地３２４、１１番耕地３２６、１１番

耕地３３１から１１番耕地３３３まで、１１番耕地３３５、１１番耕

地３３８の１、１１番耕地３４１の１、１１番耕地３４２、１１番耕

地３４３、１１番耕地３５２、１１番耕地３５５、１１番耕地３５６、

１１番耕地３５８の１、１１番耕地３５８の２、１１番耕地３５９、

１１番耕地３６６、１１番耕地３７０の１、１１番耕地３７０の２、

１１番耕地３７２、１１番耕地３７３の１、１１番耕地３７４、１１番

耕地３７５、１１番耕地３７８、１１番耕地３８０、１１番耕地３８２

、１１番耕地３８３、１１番耕地３８６から１１番耕地３８８まで、

１１番耕地３９１、１１番耕地３９６から１１番耕地３９８まで、１１

番耕地４０６、１１番耕地４０８、１１番耕地４０９、１１番耕地４

１２、１１番耕地４１９、１１番耕地４２３、１１番耕地４２５の１、

１１番耕地４２５の２、１１番耕地４２７の１、１１番耕地４３０か

ら１１番耕地４３３まで、１１番耕地４３５、１１番耕地４３８から

１１番耕地４４０まで、１１番耕地４４２、１１番耕地４４３、１１番

耕地４５７、１１番耕地４８３から１１番耕地４８６まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指施業要件

ア 木の伐採の方法

� 主伐に係る伐採種は、定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該

立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で

定める標準伐期齢以上のものとする。
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� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及

び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１５６２号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年

法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜

地崩壊危険区域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び

土木事務所並びに市役所及び町役場において縦覧に供する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

成

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１５号まで

を順次結んだ線及び標柱１５号と標柱１号を結んだ線に囲まれ

た区域

市 町 村 地 番 標 柱

西予市 城川町 川津南 ３６６１番 １号

３６６１番 ２号

３６５３番 ３号

３６５６番 ４号

３７３５番 ５号

３７３４番 ６号

３７３４番 ７号

３７３２番 ８号

３７０２番 ９号

３７０３番 １０号

３６９６番２ １１号

３６８６番 １２号

３６２９番 １３号

３６３７番１ １４号

３６６８番 １５号

広瀬Ｂ（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成１５年２月愛媛県告示第

３３２号）広瀬Ｂの項で指定した標柱７号、標柱６号及び標柱

５号を順次結んだ線、標柱５号と次に掲げる地番の土地に存

する標柱１２号を結んだ線、標柱１２号と急傾斜地崩壊危険区域

の指定（平成２年５月愛媛県告示第７７９号）松蔭Ｂの項で指

定した標柱８号を市道広瀬４号線西側官民境界線で結んだ線

、同項で指定した標柱８号、標柱７号及び標柱６号を順次結

んだ線、同項で指定した標柱６号と次に掲げる地番の土地に

存する標柱１３号を結んだ線並びに標柱１３号と広瀬Ｂの項で指

定した標柱７号を結んだ線に囲まれた区域

市 町 村 地 番 標 柱

八幡浜市 広瀬三丁目 １０９１番 １２号

広瀬四丁目 乙７１番１ １３号

古浦（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成８年８月愛媛県告示第

１０８２号）古浦の項で指定した標柱１５号、標柱１４号及び標柱１３

号を順次結んだ線、標柱１３号と急傾斜地崩壊危険区域の指定

（昭和６１年３月愛媛県告示第４２１号）古浦の項で指定した標

柱９号を結んだ線、標柱９号と次に掲げる地番の土地に存す

る標柱２０号と標柱２１号を結んだ線、標柱２１号と標柱２２号を町

道込山横峰線南側官民境界線で結んだ線、標柱２２号から標柱

２４号までを順次結んだ線並びに標柱２４号と標柱１５号を結んだ

線に囲まれた区域

市 町 村 大 字 字 地 番 標 柱

吉田町 奥浦 小浦ノ上 甲２７６６番１ ２０号

甲２７２０番 ２１号

中尾 甲３６９番 ２２号

甲３６６番 ２３号

トノ畑 甲３３７番 ２４号

�愛媛県告示第１５６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年７月１６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 坊屋敷小田線 上浮穴郡小田町大字立石４００番６
旧 ９．０～９．８ ０．０１７

新 １９．８～２４．０ ０．０１７
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愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 坊屋敷小田線 上浮穴郡小田町大字立石４００番６ 平成１６年７月１６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
大洲市松尾１７番２２から

同市松尾１７番１９まで

旧 ６．０～６．５ ０．０８２

新 ６．０～９．５ ０．０８２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲野村線
大洲市松尾１７番２２から

同市松尾１７番１９まで
平成１６年７月１６日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 薮ヶ市松野線
北宇和郡松野町大字富岡２１９５番地先から

同大字２１８８番地先まで

旧 ７．８～１２．５ ０．０７８

新 ９．０～２６．３ ０．０７８

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 薮ヶ市松野線
北宇和郡松野町大字富岡２１９５番地先から

同大字２１８８番地先まで
平成１６年７月１６日
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�愛媛県告示第１５７０号
計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項の規定により

、西予市、喜多郡、上浮穴郡小田町及び大洲市の特定計量器

の定期検査を次のように実施する。ただし、特定計量器検定

検査規則（平成５年通商産業省令第７０号）第３９条第１項各号

に規定する特定計量器の検査は、平成１６年９月１日から１２月

２８日までの間において実施する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１５６９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１６松局建（開）第６号

平成１６年７月２日

北条市中西外字郷境９７４番１、９７５番１、９７６番１、９７７番１、９７８番
１、９７９番１、９７９番５、９７９番６、９８０番１、９８０番５、９８１番１、９８
１番３、９８２番１、９８２番２、９８３番１、９８４番１、９８５番１、９８５番３、
９８６番１、９８６番２、９８７番１、９８７番４、９８８番１、９８８番４、９８８番
６、９８９番１、９８９番２、９９０番７、９９１番１、９９１番３、９９２番１、９９
２番４、９９４番１、９９６番１、９９７番１、９９８番１及び９９９番１

松山市千舟町八丁目１２８番地１
えひめ中央農業協同組合
代表理事組合長 上 田 宗 徳

１６西局建（開）第５号

平成１６年７月５日
西条市大町字本郷１３１３番１、１３１３番１５、１３１３番１６及び１３１３番１７

西条市神拝甲５１１番地１０９
有限会社 富士開発
代表取締役 井 下 富士男

１６西局建（開）第６号

平成１６年７月６日
西条市飯岡字八反地２０７１番１、２０７１番２及び２０７２番２

西条市飯岡２０５０番地
伊 藤 達 三

検 査 日 時 検 査 場 所 検 査
区 域

対象となる
特定計量器

平成１６年
９月１日

午前１０時３０分から
午後２時 まで 西予市役所 非自動はか

り（計量法
施行令第５
条第１号又
は第２号に
掲げるもの
及び同政令
附則別表第
２に掲げる
ものを除く
。）
分銅
定量おもり
定量増おも
り

〃 ２日午前１０時３０分から午後２時 まで 西予市役所

〃 ３日午前１０時３０分から午後２時 まで 野村公会堂

〃 ６日午前１１時 から
正 午 まで 西予市惣川支所

〃 ７日午前１１時 から
午後２時 まで

総合センターしろ
かわ

〃 ８日午前１１時 から
午後２時３０分まで 明浜町民会館 西予市

〃 ９日午前１１時 から
午後２時３０分まで 狩江公民館

〃１０日午前１１時 から
午後２時 まで 西予市俵津支所

〃１３日午前１１時 から
正 午 まで

三瓶町農村研修セ
ンター

〃１３日午後１時３０分から午後２時３０分まで 三瓶北公民館

〃１４日午前１１時 から
午後２時３０分まで

西予市三瓶総合支
所

１０月１２日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで 櫛生連絡所

〃１２日午後１時 から
午後２時３０分まで 白滝連絡所 長浜町

〃１３日午前１０時 から
午後２時３０分まで 長浜町役場

〃１４日午前１１時 から
午後２時 まで 河辺村公民館 河辺村

〃１５日午前１０時３０分から午後２時３０分まで 肱川町役場 肱川町

〃１８日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで
ＪＡ愛媛たいき大
瀬支所

〃１８日午後１時 から
午後２時３０分まで 内子町役場 内子町

〃１９日午前１０時 から
午後２時３０分まで 内子町役場

〃２０日午前１０時 から
午後２時３０分まで 五十崎町役場 五十崎

町

〃２１日午前１０時３０分から午前１１時３０分まで
ＪＡえひめ中央田
渡支所

〃２１日午後１時 から
午後２時３０分まで

ＪＡえひめ中央参
川支所 小田町

〃２２日午前１０時３０分から午後２時３０分まで
小田町林業センタ
ー

１１月８日午前１０時３０分から正 午 まで 菅田連絡所

〃 ８日午後１時３０分から午後３時 まで 新谷連絡所

〃 ９日午前１０時３０分から正 午 まで 八多喜連絡所
大洲市

〃 ９日午後１時３０分から午後３時 まで 上須戒連絡所

〃１０日午前１０時 から
午後２時３０分まで 大洲市民会館

〃１１日午前１０時 から
午後２時３０分まで

大洲市総合福祉セ
ンター

公 告
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�公 告

生産事業者講習会の開催について

林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１１条第１項の規定に

基づき、生産事業者講習会を次のとおり行う。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 開催の日時

平成１６年８月２０日（金）９時

２ 開催の場所

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１６年７月１６日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年７月５日 特定非営利活動法人
ＰＡＡＬ・パール 栗 原 利 幸 愛媛県松山市平和通二丁目３番

地７号
この法人は、高齢者や障害を持つ人及びそ
の家庭・施設・地域等に対して、介護・介
助を実施し高齢者や障害を持つ人の自立や
、人・環境に優しいバリヤフリーの地域社
会づくりに寄与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年６月３０日 特定非営利活動法人
サン・スマ 村 本 祐 子 愛媛県越智郡生名村５０８番地 この法人は、不特定多数の人々に対し、生

活力を高め、安心して暮らすことができる
ような、総合的サービスを提供し、地域・
社会と一体化した生活支援体制の増進に寄
与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年７月６日
特定非営利活動法人
アジア・フィルム・ネットワ
ーク

福 岡 晋 也 愛媛県松山市道後北代３番３号
本法人は国内外の文化、芸術の取り組みに
協力するとともに、地域固有の資源を活用
した映像制作支援等を行い、さらにこれを
もとにしたまちづくりへの市民自らの参加
を促進し、もって文化、芸術の振興、普及
及び地域の活性化を図り、公益の増進に寄
与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１６年７月６日
特定非営利活動法人
ＮＰＯパソコン活用支援ぴん
ぐ

仲 尾 聖 子 愛媛県北条市宮内乙１１番地２５
この法人は、不特定多数の個人、団体を対
象に、少子高齢化、核家族化社会を背景と
した情報技術化社会に関する様々な課題の
解決に向けて、現状の調査研究を行い、地
域の人々の活力や能力を生かした多様な情
報技術に関する支援活動を展開し、すべて
の地域住民がインターネット等情報技術を
活用し、いつでも行政サービスをはじめと
する各種サービスを享受できるとともに、
福祉、社会教育、人権、まちづくり、男女
共同参画、市民活動促進など、さまざまな
かたちでコミュニティに参加できる機会均
等な社会の実現に寄与することを目的とす
る。
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上浮穴郡久万町（８月以降久万高原町）管生

愛媛県林業技術センター展示研修施設研修室

３ 受講申込期限

平成１６年８月１７日まで。ただし、郵送による場合は、同

日までの消印があるものは、受け付ける。

４ 受講申込書の請求先及び提出先

住所を所管する地方局林業課若しくは農林水産部森林局

森林整備課

教育委員会規則

�愛媛県教育委員会規則第８号
愛媛県立図書館管理規則の一部を改正する規則を次のよう

に定める。

平成１６年７月１６日

愛媛県教育委員会

委員長 井 関 和 彦

愛媛県立図書館管理規則の一部を改正する規則

愛媛県立図書館管理規則（昭和５０年愛媛県教育委員会規則

第６号）の一部を次のように改正する。

別表分館の表上浮穴分館の項位置の欄中「久万町」を「久

万高原町」に改める。

附 則

この規則は、平成１６年８月１日から施行する。

平成１６年７月１６日 印刷
平成１６年７月１６日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円７９２
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